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○浜田市景観条例施行規則 

平成28年12月22日 

規則第38号 

（趣旨） 

第1条 この規則は、景観法（平成16年法律第110号。以下「法」という。）

及び浜田市景観条例（平成28年浜田市条例第47号。以下「条例」という。）

の施行に関し必要な事項を定めるものとする。 

（工作物） 

第2条 条例第2条第2項第4号の建築物以外のもので規則で定めるものは、次

に掲げるものとする。 

(1) 垣（生垣を除く）、さく、塀、擁壁その他これらに類するもの 

(2) 煙突、排気塔その他これらに類するもの 

(3) 鉄筋コンクリート造の柱、金属製の柱その他これらに類するもの 

(4) 電波塔、記念塔、物見塔その他これらに類するもの 

(5) 高架水槽、冷却塔その他これらに類するもの 

(6) 彫像、記念碑その他これらに類するもの 

(7) 観覧車、飛行塔、メリーゴーランド、ウォーターシュート、コースタ

ーその他これらに類するもの 

(8) 太陽光発電設備（同一敷地若しくは一団の土地又は海上に設置するも

のであって、建築物の屋根、屋上等に設置するものを除く。）その他こ

れらに類するもの 

(9) コンクリートプラント、アスファルトプラント、クラッシャープラン

トその他これらに類するもの 

(10) 石油、ガス、液化石油ガス、穀物、飼料等を貯蔵し、又は処理する

もの 

(11) 汚水処理施設、汚物処理施設、ごみ処理施設その他これらに類する

もの 

(12) 風力発電設備その他これらに類するもの 

(13) 橋その他これらに類するもの 

(14) 立体駐車場その他これらに類するもの 

(15) 電気供給又は有線電気通信のための電線路、空中線及び支持物 

(16) 広告板、広告塔、装飾塔その他これらに類するもの 

(17) その他市長が指定するもの 

（景観計画の変更に係る軽微な変更） 
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第3条 条例第7条第2項の規則で定める軽微な変更は、次に掲げる変更以外の

変更とする。 

(1) 法第8条第2項に掲げる事項の変更 

(2) 法第8条第3項の方針の変更 

（提案手続） 

第4条 法第11条第1項又は第2項の規定による提案は、景観計画提案書（様式

第1号）に、市長が必要と認める図書を添えて行うものとする。 

（提案を採用しない場合の手続） 

第5条 法第14条第1項の規定による通知は、景観計画提案についての通知書

（様式第2号）によるものとする。 

（事前協議の申出） 

第6条 条例第11条第1項の規定による事前協議をしようとする者は、景観計

画区域内行為事前協議申出書（様式第3号）により、市長に申し出るものと

する。 

2 条例第11条第2項の助言又は指導は、景観計画区域内事前協議回答書（様

式第4号）により行うものとする。 

（行為の届出） 

第7条 法第16条第1項の規定による届出は、次の各号に掲げる行為の区分に

応じ、当該各号に定める届出書により行うものとする。 

(1) 法第16条第1項第1号又は第2号に規定する行為  建築行為等届出書

（様式第5号） 

(2) 法第16条第1項第3号に規定する行為 開発行為届出書（様式第6号） 

(3) 条例第12条第1項第1号に規定する行為 土地の形質の変更届出書（様

式第7号） 

(4) 条例第12条第1項第2号に規定する行為 物件の堆積届出書（様式第8

号） 

(5) 条例第12条第1項第3号に規定する行為 水面の埋立て又は干拓届出

書（様式第9号） 

(6) 条例第12条第1項第4号に規定する行為の届出 木竹の伐採届出書（様

式第10号） 

2 条例第12条第2項及び条例第13条の規則で定める図書は、次に掲げる行為

の区分に応じ、当該各号に定める図書とする。 

(1) 法第16条第1項第1号及び第2号に規定する行為 次に掲げる図書 

ア 外部仕上げ表 



3/37 

イ 構造詳細図（工作物の場合に限る。） 

ウ その他市長が必要と認める図書 

(2) 法第16条第1項第3号及び条例第12条第1項各号に規定する行為 次に

掲げる図書 

ア 現況平面図 

イ 計画平面図 

ウ 現況断面図 

エ 計画断面図 

オ その他市長が必要と認める図書 

3 法第16条第2項の規定による行為の変更の届出は、届出後の変更届出書（様

式第11号）に、景観法施行規則（平成16年国土交通省令第100号）第1条第2

項各号に掲げる図書のうち、当該変更する事項に関するものを添付して行

うものとする。 

（行為の届出の適用除外） 

第8条 条例第14条第1号の規則で定める行為は、別表の左欄に掲げる地区の

区分に応じ、同表の中欄に掲げる行為の区分ごとに、それぞれ同表の右欄

に掲げる規模のものとする。 

2 条例第14条第2号の規則で定める行為は、次に掲げる行為とする。 

(1) 文化財保護法（昭和25年法律第214号）第43条の2第1項、第64条第1

項又は第127条第1項の規定による届出に係る行為 

(2) 自然公園法（昭和32年法律第161号）第20条第1項の特別地域内におい

て行う同条第3項各号に掲げる行為、同法第21条第1項の特別保護地区内

において行う同条第3項各号に掲げる行為及び同法第33条第1項の普通地

域内において行う同項各号に掲げる行為 

(3) 島根県文化財保護条例（昭和30年島根県条例第6号）第14条第1項若し

くは第35条第1項に規定する許可に係る行為又は同条例第15条第1項（同

条例第29条又は第36条において準用する場合を含む。）若しくは第28条

第1項の規定による届出に係る行為 

(4) 島根県立自然公園条例（昭和36年島根県条例第11号）第11条第4項に

規定する許可に係る行為又は同条例第13条第1項の規定による届出に係

る行為 

(5) 島根県自然環境保全条例（昭和48年島根県条例第24号）第19条第4項

に規定する許可に係る行為又は同条例第 21条第1項の規定による届出に

係る行為 
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(6) 浜田市文化財保護条例（平成17年浜田市条例第114号）第12条の規定

による届出に係る行為又は同条例第15条第1項に規定する許可に係る行

為 

(7) 法令又はこれに基づく処分による義務の履行として行う行為 

（行為の完了等の届出） 

第9条 条例第15条第1項の規定による完了又は中止の届出は、行為完了（中

止）届出書（様式第12号）に市長が必要と認める図書を添えて行うものと

する。 

2 条例第15条第2項の規定による完了検査の結果通知は、完了検査結果通知

書（様式第13号）により行うものとする。 

（勧告） 

第10条 法第16条第3項の規定による勧告は、勧告書（様式第14号）により行

うものとする。 

（公表） 

第11条 条例第16条第3項の規定による公表は、次に掲げる事項について、浜

田市公告式条例（平成17年浜田市条例第3号）第2条第2項に規定する掲示場

への掲示その他の方法により行うものとする。 

(1) 勧告を受けた者の住所及び氏名（法人その他の団体にあっては、その

主たる事務所の所在地並びに名称及び代表者の氏名） 

(2) 公表の理由及び勧告の内容 

(3) その他市長が必要と認める事項 

（命令） 

第12条 法第17条第1項又は第5項の規定による命令は、命令書（様式第15号）

により行うものとする。 

（行為の着手制限） 

第13条 法第17条第4項の規定による通知は、行為着手制限期間延長通知書

（様式第16号）により行うものとする。 

（身分証明書） 

第14条 法第17条第8項及び法第23条第3項（法第32条第1項において準用する

場合を含む。）に規定する身分を示す証明書は、身分証明書（様式第17号）

とする。 

（景観重要建造物及び景観重要樹木を表示する標識） 

第15条 法第21条第2項及び法第30条第2項に規定する標識には、次に掲げる

事項を記載するものとする。 
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(1) 指定番号及び指定年月日 

(2) 景観重要建造物の名称又は景観重要樹木の樹種 

(3) 景観重要建造物又は景観重要樹木の所在地 

(4) 指定の理由 

2 前項の標識は、当該景観重要建造物又は当該景観重要樹木の景観を損なわ

ないよう形態及び意匠に配慮するとともに、当該景観重要建造物の敷地内

又は当該景観重要樹木の近傍で見やすい場所に設置するものとする。 

（景観重要建造物及び景観重要樹木の現状変更の許可） 

第16条 法第22条第1項本文又は法第31条第1項本文に規定する許可を受けよ

うとする者は、景観重要建造物（樹木）現状変更許可申請書（様式第18号）

に、次に掲げる図書を添付して市長に提出しなければならない。 

(1) 位置図 

(2) 現況平面図 

(3) 計画平面図 

(4) 現況立面図 

(5) 計画立面図 

(6) 現況写真（行為着手前） 

(7) その他市長が必要と認める図書 

（景観重要公共施設の占用等に係る事前確認の申出） 

第17条 条例第25条第1項に規定する事前確認をしようとする者は、景観重要

公共施設の占用等事前確認申出書（様式第19号）により、市長に申し出る

ものとする。 

2 市長は、前項の規定による申出があった場合において、その申出に係る行

為について確認をしたときは、景観重要公共施設の占用等事前確認回答書

（様式第20号）により回答するものとする。 

（その他） 

第18条 この規則に定めるもののほか、必要な事項は、市長が別に定める。 

附 則 

この規則は、平成29年4月1日から施行する。 

別表（第8条関係） 

地区 行為の区分 規模 

重点地区（浜田

城跡周辺地区） 

法第 16条第 1項第 1

号に掲げる行為 

建築物の高さ（増築又は改築（以

下「増築等」という。）の場合に



6/37 

あっては、増築等の後の高さ）が5

メートル以下及び建築面積（増築

等の場合にあっては、増築等の後

の建築面積）が100平方メートル以

下のもの（増築等又は外観を変更

することとなる修繕若しくは模様

替若しくは色彩の変更（以下「外

観変更」という。）の場合にあっ

ては、当該増築等に係る部分の床

面積又は外観変更に係る部分の面

積が10平方メートルを超えるもの

を除く。） 

法第 16条第 1項第 2

号に掲げる行為 

(1) 第 2条第 1号に掲げる工作物

にあっては、高さ（増築等の場合

にあっては、増築等の後の高さ。

以下この項において同じ。）が1.5

メートル以下のもの（増築等又は

外観変更の場合にあっては、当該

増築等又は外観変更に係る部分

の面積が 10平方メートルを超え

るものを除く。以下この項におい

て同じ。） 

(2) 第2条第2号から第7号まで、

第9号から第12号まで及び第14号

に掲げる工作物にあっては、高さ

が5メートル以下（建築物と一体

となって設置される場合にあっ

ては、当該工作物の上端の地盤面

からの高さが5メートル以下）及

び築造面積が100平方メートル以

下のもの 

(3) 第 2条第 8号に掲げる工作物

にあっては、設置面積の合計が
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100平方メートル以下のもの 

(4) 第2条第13号に掲げる工作物

にあっては、専ら自己の居住の用

に供する一戸建て住宅専用のも

の 

(5) 第2条第15号に掲げる工作物

にあっては、高さが10メートル以

下（建築物と一体となって設置さ

れる場合にあっては、当該工作物

の上端の地盤面からの高さが 10

メートル以下）のもの 

(6) 第2条第16号に掲げる工作物

にあっては、表示面積が10平方メ

ートル以下のもの 

法第 16条第 1項第 3

号に掲げる行為 

当該開発行為に係る面積が 1,000

平方メートル以下のもの及び当該

開発行為により生ずるのり面又は

擁壁の高さが 1.5メートル以下の

もの 

条例第 12条第 1項

第 1号に掲げる行

為 

当該行為に係る面積が 1,000平方

メートル以下のもの及び当該行為

により生ずるのり面又は擁壁の高

さが1.5メートル以下のもの 

条例第 12条第 1項

第 2号に掲げる行

為 

当該行為に係る堆積の高さが 1.5

メートル以下及び当該行為の用に

供される土地の面積が 100平方メ

ートル以下のもの 

条例第 12条第 1項

第 3号に掲げる行

為 

全ての規模のもの 

条例第 12条第 1項

第 4号に掲げる行

為 

当該行為に係る樹木の樹高が 10メ

ートル以下のもの 
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重点地区（浜田

漁港周辺地区） 

法第 16条第 1項第 1

号に掲げる行為 

建築物の高さ（増築等の場合にあ

っては、増築等の後の高さ）が 10

メートル以下及び建築面積（増築

等の場合にあっては、増築等の後

の建築面積）が500平方メートル以

下のもの（増築等又は外観変更の

場合にあっては、当該増築等に係

る部分の床面積又は外観変更に係

る部分の面積が10平方メートルを

超えるものを除く。） 

法第 16条第 1項第 2

号に掲げる行為 

(1) 第 2条第 1号に掲げる工作物

にあっては、高さ（増築等の場合

にあっては、増築等の後の高さ。

以下この項において同じ。）が5

メートル以下のもの（増築等又は

外観変更の場合にあっては、当該

増築等又は外観変更に係る部分

の面積が 10平方メートルを超え

るものを除く。以下この項におい

て同じ。） 

(2) 第2条第2号から第7号まで、

第9号から第12号まで及び第14号

に掲げる工作物にあっては、高さ

が10メートル以下（建築物と一体

となって設置される場合にあっ

ては、当該工作物の上端の地盤面

からの高さが10メートル以下）及

び築造面積が500平方メートル以

下のもの 

(3) 第 2条第 8号に掲げる工作物

にあっては、設置面積の合計が

500平方メートル以下のもの 

(4) 第2条第13号に掲げる工作物
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にあっては、専ら自己の居住の用

に供する一戸建て住宅専用のも

の 

(5) 第2条第15号に掲げる工作物

にあっては、高さが10メートル以

下（建築物と一体となって設置さ

れる場合にあっては、当該工作物

の上端の地盤面からの高さが 10

メートル以下）のもの 

(6) 第2条第16号に掲げる工作物

にあっては、表示面積が25平方メ

ートル以下のもの 

法第 16条第 1項第 3

号に掲げる行為 

当該開発行為に係る面積が 3,000

平方メートル以下のもの及び当該

開発行為により生ずるのり面若し

くは擁壁の高さが 5メートル以下

又は長さが10メートル以下のもの 

条例第 12条第 1項

第 1号に掲げる行

為 

当該行為に係る面積が 3,000平方

メートル以下のもの及び当該行為

により生ずるのり面若しくは擁壁

の高さが 5メートル以下又は長さ

が10メートル以下のもの 

条例第 12条第 1項

第 2号に掲げる行

為 

当該行為に係る堆積の高さが 5メ

ートル以下及び当該行為の用に供

される土地の面積が 1,000平方メ

ートル以下のもの 

条例第 12条第 1項

第 3号に掲げる行

為 

当該行為に係る面積が 3,000平方

メートル以下のもの及び当該行為

により生ずるのり面若しくは擁壁

の高さが 5メートル以下又は長さ

が10メートル以下のもの 

条例第 12条第 1項

第 4号に掲げる行

全ての規模のもの 
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為 

重点地区（美又

温泉地区） 

法第 16条第 1項第 1

号に掲げる行為 

建築物の高さ（増築等の場合にあ

っては、増築等の後の高さ）が5メ

ートル以下及び建築面積（増築等

の場合にあっては、増築等の後の

建築面積）が100平方メートル以下

のもの（増築等又は外観変更の場

合にあっては、当該増築等に係る

部分の床面積又は外観変更に係る

部分の面積が 10平方メートルを超

えるものを除く。） 

法第 16条第 1項第 2

号に掲げる行為 

(1) 第 2条第 1号に掲げる工作物

にあっては、高さ（増築等の場合

にあっては、増築等の後の高さ。

以下この項において同じ。）が1.5

メートル以下のもの（増築等又は

外観変更の場合にあっては、当該

増築等又は外観変更に係る部分

の面積が 10平方メートルを超え

るものを除く。以下この項におい

て同じ。） 

(2) 第2条第2号から第7号まで、

第9号から第12号まで及び第14号

に掲げる工作物にあっては、高さ

が5メートル以下（建築物と一体

となって設置される場合にあっ

ては、当該工作物の上端の地盤面

からの高さが5メートル以下）及

び築造面積が100平方メートル以

下のもの 

(3) 第 2条第 8号に掲げる工作物

にあっては、設置面積の合計が

100平方メートル以下のもの 
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(4) 第2条第13号に掲げる工作物

にあっては、専ら自己の居住の用

に供する一戸建て住宅専用のも

の 

(5) 第2条第15号に掲げる工作物

にあっては、高さが10メートル以

下（建築物と一体となって設置さ

れる場合にあっては、当該工作物

の上端の地盤面からの高さが 10

メートル以下）のもの 

(6) 第2条第16号に掲げる工作物

にあっては、表示面積が10平方メ

ートル以下のもの 

法第 16条第 1項第 3

号に掲げる行為 

当該開発行為に係る面積が 1,000

平方メートル以下のもの及び当該

開発行為により生ずるのり面又は

擁壁の高さが 1.5メートル以下の

もの 

条例第 12条第 1項

第 1号に掲げる行

為 

当該行為に係る面積が 1,000平方

メートル以下のもの及び当該行為

により生ずるのり面又は擁壁の高

さが1.5メートル以下のもの 

条例第 12条第 1項

第 2号に掲げる行

為 

当該行為に係る堆積の高さが 1.5

メートル以下及び当該行為の用に

供される土地の面積が 100平方メ

ートル以下のもの 

条例第 12条第 1項

第 3号に掲げる行

為 

全ての規模のもの 

条例第 12条第 1項

第 4号に掲げる行

為 

当該行為に係る樹木の樹高が 10メ

ートル以下のもの 

普通地区（その 法第 16条第 1項第 1 建築物の高さ（増築等の場合にあ
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他の景観計画

区域） 

号に掲げる行為 っては、増築等の後の高さ）が 13

メートル以下及び 4階建て以下の

もの並びに建築面積（増築等の場

合にあっては、増築等の後の建築

面積）が1,000平方メートル以下の

もの（増築等又は外観変更の場合

にあっては、当該増築等に係る部

分の床面積又は外観変更に係る部

分の面積が10平方メートルを超え

るものを除く。） 

法第 16条第 1項第 2

号に掲げる行為 

(1) 第 2条第 1号に掲げる工作物

にあっては、高さ（増築等の場合

にあっては、増築等の後の高さ。

以下この項において同じ。）が5

メートル以下のもの（増築等又は

外観変更の場合にあっては、当該

増築等又は外観変更に係る部分

の面積が 10平方メートルを超え

るものを除く。以下この項におい

て同じ。） 

(2) 第2条第2号から第7号まで及

び第9号から第12号までに掲げる

工作物にあっては、高さが13メー

トル以下（建築物と一体となって

設置される場合にあっては、当該

工作物の高さが5メートル以下及

びその上端の地盤面からの高さ

が13メートル以下）及び築造面積

が1,000平方メートル以下のもの 

(3) 第 2条第 8号に掲げる工作物

にあっては、設置面積の合計が

1,000平方メートル以下のもの 

(4) 第2条第13号に掲げる工作物
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にあっては、専ら自己の居住の用

に供する一戸建て住宅専用のも

の 

(5) 第2条第14号に掲げる工作物

にあっては、高さが13メートル以

下（建築物と一体となって設置さ

れる場合にあっては、当該工作物

の高さが 10メートル以下及びそ

の上端の地盤面からの高さが 20

メートル以下）及び築造面積が

500平方メートル以下のもの 

(6) 第2条第15号に掲げる工作物

にあっては、高さが20メートル以

下のもの 

(7) 第2条第16号に掲げる工作物

にあっては、表示面積が25平方メ

ートル以下のもの 

法第 16条第 1項第 3

号に掲げる行為 

当該開発行為に係る面積が 1万平

方メートル（都市計画区域にあっ

ては、3,000平方メートル）以下の

もの及び当該開発行為により生ず

るのり面若しくは擁壁の高さが 5

メートル以下又は長さが 10メート

ル以下のもの 

条例第 12条第 1項

第 1号に掲げる行

為 

当該行為に係る面積が 1万平方メ

ートル（都市計画区域にあっては、

3,000平方メートル）以下のもの及

び当該行為により生ずるのり面若

しくは擁壁の高さが 5メートル以

下又は長さが 10メートル以下のも

の 

条例第 12条第 1項

第 2号に掲げる行

当該行為に係る堆積の高さが 5メ

ートル以下及び当該行為の用に供
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為 される土地の面積が 1,000平方メ

ートル以下のもの 

条例第 12条第 1項

第 3号に掲げる行

為 

当該行為に係る面積が 3,000平方

メートル以下のもの及び当該行為

により生ずるのり面若しくは擁壁

の高さが 5メートル以下又は長さ

が10メートル以下のもの 

条例第 12条第 1項

第 4号に掲げる行

為 

全ての規模のもの 
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